
療養担当規則等に関して

▼当院は保険医療機関です。

▼当院では個人情報保護に努めています
問診票、診療録、検査記録等の個人情報は治療目的以外には使用いたしません。

▼患者さんと協力して歯の病気の継続的管理に努めています（歯科疾患管理料）

▼義歯は６ヶ月再作製できません
入れ歯（同一の物）を新しく作った後、６ヶ月間は新たに作り直すことはできません。他
院で作った入れ歯についても同様です。


